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回次
第60期

第２四半期
連結累計期間

会計期間
自2021年４月１日
至2021年９月30日

売上高 （千円） 1,197,594

経常損失（△） （千円） △160,536

親会社株主に帰属する四半期純損

失（△）
（千円） △100,809

四半期包括利益 （千円） △147,108

純資産額 （千円） 6,908,383

総資産額 （千円） 8,136,207

１株当たり四半期純損失（△） （円） △12.94

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
（円） －

自己資本比率 （％） 81.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △185,878

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 70,804

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 256,889

現金及び現金同等物の四半期末残

高
（千円） 2,806,643

回次
第60期

第２四半期
連結会計期間

会計期間
自2021年７月１日
至2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 0.62

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

４．当社は、2021年４月15日付けで岩瀬プレキャスト株式会社を設立したことに伴い、第１四半期連結会計期間

より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第２四半期連結累計期間及び前第２四半期連結会計期

間並びに前連結会計年度の主要な経営指標等につきましては記載しておりません。

２【事業の内容】

第１四半期連結会計期間より、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営む事業の内容について、2021

年４月15日付けで岩瀬プレキャスト株式会社を設立したことに伴い、「プレキャスト事業」を新たに事業セグメント

としております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社は、2021年４月15日付で、岩瀬プレキャスト株式会社を設立したことに伴い、第１四半期連結会計期間より四

半期連結財務諸表を作成しているため、経営成績及び財政状態の前年同四半期比較の記載は行っておりません。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳し

い状況にあるものの、先行きについては、感染対策を徹底しワクチン接種を促進するなど、各種政策の効果や海外

経済の改善もあり、景気が回復することが期待されます。ただし、サプライチェーンを通じた影響による下振れリ

スクに十分注意する必要があり、国内外の感染症の動向や金融市場の変動などについて引き続き留意を要する状況

にあります。

この間、建設市場におきましては、公共工事は高水準で底堅く推移し、住宅建設もこのところ持ち直しの動きが

見られますが、鋼材をはじめとする原材料や燃料の高騰があり、当社グループにとって厳しい市場環境が続いてお

ります。

このような状況下で当社の当第２四半期連結累計期間の業績は、スパンクリート事業で、新幹線防音壁の工期が

終盤を迎えたことにより出荷が減少し、プレキャスト事業での子会社設立に伴う諸経費の計上などで、売上高

1,197百万円、営業損失159百万円、経常損失160百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失100百万円となりまし

た。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①スパンクリート事業

当事業は、北陸新幹線延伸による防音壁の工期が終盤を迎えたことによる出荷数量の減少などで、売上数量は76

千㎡となりました。その結果、売上高は902百万円、営業損失156百万円となりました。

②プレキャスト事業

当事業は、2021年4月15日付けで岩瀬プレキャスト株式会社を設立し、5月より営業を開始しました。設立直後の

ため出荷数量が少ないなかで、設立に係る費用などの諸経費を計上いたしました結果、売上高180百万円、営業損

失59百万円となっております。

③不動産事業

当事業は、オフィスビル３棟の賃料収入が安定収益源となっており、売上高114百万円、営業利益56百万円とな

りました。

(2）資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、8,136百万円となりました。

流動資産は3,973百万円となり、これは主に、現金及び預金2,806百万円、売掛金714百万円であります。

固定資産は4,163百万円となり、これは主に、土地2,678百万円、建物922百万円であります。

流動負債は799百万円となり、これは主に、短期借入金500百万円、買掛債務119百万円、未払費用89百万円であ

ります。

固定負債は428百万円となり、これは主に、再評価に係る繰延税金負債204百万円、預り敷金162百万円でありま

す。

純資産は6,908百万円となり、これは主に、資本金3,295百万円、資本剰余金3,010百万円、利益剰余金255百万円

であります。
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(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、2,806百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は185百万円となりました。

これは主に、減価償却費55百万円、売上債権の減少額252百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失122

百万円、棚卸資産の増加額152百万円、投資有価証券売却益78百万円、法人税等の支払額72百万円等の減少が上回

ったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、増加した資金は70百万円となりました。

これは主に、投資有価証券の売却による収入143百万円、有形固定資産の取得による支出69百万円等によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は256百万円となりました。

これは主に、非支配株主からの払込収入320百万円、配当金の支払額62百万円の支出によるものであります。

(4）優先的に対処すべき事実上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。また、新たに対

処すべき課題もありません。

(5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、20百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(6）生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間における、スパンクリート事業の生産、受注及び販売の実績は、生産数量87,351㎡、

受注数量132,147㎡、販売（売上）数量76,410㎡、受注残高数量90,245㎡となりました。

プレキャスト事業の生産、受注及び販売の実績は、生産数量2,477㎥、受注数量3,395㎥、販売（売上）数量

1,830㎥、受注残高数量1,565㎥となりました。

(7）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

スパンクリート事業及びプレキャスト事業の経営成績に重要な影響を与える要因のひとつは、新型コロナウイル

スの感染予防対策による活動制限であります。新型コロナウイルスの感染対策としてのワクチン接種が促進される

なか、各種政策の効果や海外経済の改善もあり景気の回復が期待されることから、新規案件獲得のための営業活動

は再開が見込まれ、今後の売上数量の増加が期待されます。その一方で、鋼材をはじめとする原材料および燃料の

急激な高騰によって、製造原価の増加や運送費用の上昇によるコストアップが、経営成績に影響を与える負の要因

になると思われます。スパンクリート事業の今後の見通しにつきましては、北陸新幹線延伸による防音壁は、出荷

が終了しつつあり、倉庫向けの壁材や床材の価格競争は継続しております。

かかる状況を踏まえて当社としては、収益を向上させるべく不退転の経営努力を行うと同時に、以下の主要施策

を着実に実行してまいります。

①主力であるスパンクリート事業において、工場の効率化を図り、他社のコンクリート製品、工法とのコスト競

争力を強化します。同時に顧客満足度経営を重視し、顧客ニーズへの即応体制を構築し、製品の品質安定・改

善に努めます。

②現行の工場インフラを活かした、より付加価値の高い新製品の開発に努めます。

③付加価値の高い戦略製品及び相対的に利益率の確保しやすい商品の拡販に注力します。

④スパンクリートの販路を再構築し、需要の増加している建築並びに土木の分野に営業活動を行います。

⑤プレキャスト事業は、東急建設株式会社と協力し、受注の拡大及び生産拡大と効率化を図ります。

⑥収益基盤の安定化を図るために、不動産事業の着実な安定的推進を図ります。また、オフィスビル３棟のポー

トフォリオを分析して、築年の古いビルの買替等を検討します。
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(8）資本の財源及び資金の流動性についての分析

資金状況は、前連結会計年度末に比べ営業活動によるキャッシュ・フローで185百万円減、投資活動によるキャ

ッシュ・フローで70百万円増、財務活動によるキャッシュ・フローで256百万円増等の計141百万円の資金増加とな

り、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は2,806百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、8,136百万円となりました。純資産につきましては、6,908百万円とな

り、この結果、自己資本比率は81.3％になりました。

(9）経営者の問題認識と今後の方針について

当第２四半期連結累計期間において、経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

- 4 -



種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 28,824,000

計 28,824,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,332,400 9,332,400

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード)

単元株式数

100株

計 9,332,400 9,332,400 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 9,332,400 － 3,295,906 － 1,061,313

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 1,187 15.24

日本スパンクリート機械株式会社 東京都文京区本郷六丁目１１番６号 1,094 14.04

村山　典子 東京都新宿区 625 8.02

日鉄住金ＳＧワイヤ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 608 7.80

村山　知子 東京都新宿区 473 6.07

市原　敏隆 東京都渋谷区 330 4.23

東プレ株式会社 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 210 2.70

株式会社紀文食品 東京都中央区銀座五丁目１５番１号 201 2.59

楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番２１号 153 1.96

高石　文夫 東京都江戸川区 147 1.89

計 － 5,031 64.58

（５）【大株主の状況】

（注）　上記のほか、自己株式が1,542千株あります。

2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,542,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,788,500 77,885 －

単元未満株式 普通株式 1,900 － －

発行済株式総数 9,332,400 － －

総株主の議決権 － 77,885 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】
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2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社スパンクリート

コーポレーション

東京都文京区本郷

二丁目４０番８号
1,542,000 － 1,542,000 16.52

計 － 1,542,000 － 1,542,000 16.52

②【自己株式等】

２【役員の状況】

当該事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

なお、当社は第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりませ

ん。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,806,643

受取手形、売掛金及び契約資産 758,478

完成工事未収入金 12,068

商品及び製品 231,997

仕掛品 17,120

未成工事支出金 1,674

原材料及び貯蔵品 59,749

その他 85,300

流動資産合計 3,973,033

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 922,672

機械及び装置（純額） 150,462

土地 2,678,136

その他（純額） 136,164

有形固定資産合計 3,887,437

無形固定資産 13,666

投資その他の資産

投資有価証券 207,661

その他 54,409

投資その他の資産合計 262,071

固定資産合計 4,163,174

資産合計 8,136,207

負債の部

流動負債

買掛金 82,345

工事未払金 37,287

短期借入金 500,000

未払法人税等 15,523

賞与引当金 24,400

その他 140,074

流動負債合計 799,630

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 204,782

その他 223,410

固定負債合計 428,193

負債合計 1,227,824

純資産の部

株主資本

資本金 3,295,906

資本剰余金 3,010,369

利益剰余金 255,431

自己株式 △353,108

株主資本合計 6,208,597

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113,110

土地再評価差額金 289,717

その他の包括利益累計額合計 402,827

非支配株主持分 296,958

純資産合計 6,908,383

負債純資産合計 8,136,207

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 1,197,594

売上原価 1,081,796

売上総利益 115,797

販売費及び一般管理費 ※１ 275,368

営業損失（△） △159,570

営業外収益

受取利息 12

受取配当金 3,983

仕入割引 741

その他 718

営業外収益合計 5,455

営業外費用

創立費 4,162

支払利息 1,542

その他 716

営業外費用合計 6,421

経常損失（△） △160,536

特別利益

投資有価証券売却益 78,635

特別利益合計 78,635

特別損失

減損損失 ※２ 35,429

その他 4,822

特別損失合計 40,252

税金等調整前四半期純損失（△） △122,153

法人税等合計 1,697

四半期純損失（△） △123,851

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △23,041

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △100,809

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純損失（△） △123,851

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23,256

その他の包括利益合計 △23,256

四半期包括利益 △147,108

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △124,066

非支配株主に係る四半期包括利益 △23,041

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △122,153

減価償却費 55,478

賞与引当金の増減額（△は減少） 400

受取利息及び受取配当金 △3,997

支払利息 1,542

投資有価証券売却損益（△は益） △78,635

減損損失 35,429

前受金の増減額（△は減少） 956

売上債権の増減額（△は増加） 252,008

棚卸資産の増減額（△は増加） △152,560

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,365

仕入債務の増減額（△は減少） △12,764

その他 △88,136

小計 △115,797

利息及び配当金の受取額 3,995

利息の支払額 △1,500

法人税等の支払額 △72,576

営業活動によるキャッシュ・フロー △185,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2,716

投資有価証券の売却による収入 143,268

有形固定資産の取得による支出 △69,102

無形固定資産の取得による支出 △105

長期貸付金の回収による収入 356

長期預り敷金の返還による支出 △7,429

長期預り敷金の受入による収入 17,029

その他 △10,495

投資活動によるキャッシュ・フロー 70,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △62,341

非支配株主からの払込みによる収入 320,000

リース債務の返済による支出 △769

財務活動によるキャッシュ・フロー 256,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141,814

現金及び現金同等物の期首残高 2,664,828

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,806,643

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間より、岩瀬プレキャスト株式会社を2021年４月15日に新たに設立したため、連結の範囲

に含めております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており

ます。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引

前四半期純利益又は税引前四半期純損失に法定実効税率を乗じた金額に、繰延税金資産の回収可能性を考慮して

おります。

（追加情報）

（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

　 当社は、第１四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸

表作成の基本となる重要な事項は以下のとおりであります。

 １．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数　１社

連結子会社の名称　岩瀬プレキャスト株式会社

　当該連結子会社は、2021年４月15日付で新たに設立したことに伴い、第１四半期連結会計期間より連

結子会社になりました。

(2)非連結子会社の数　１社

非連結子会社の名称　有限会社スパンクリートライフサービス

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

 ２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称

　持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。

 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。

 ４．会計方針に関する事項

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

（2）デリバティブ等の評価基準及び評価方法

①デリバティブ

時価法を採用しております。
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建物

構築物

器具及び備品

機械及び装置

33年～43年

10～32年

4年

9年

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品、仕掛品、原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

②未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。

③貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。

（4）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（5）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

（6）引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

（7）収益及び費用の計上基準

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）の範囲に含まれるリース取引に係る収益（注:オ

ペレーティング・リースに係る収益は賃貸借処理によって収益認識しております。）を除き、「収益認識に

関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客

に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、（収益認識関係）の注

記に記載のとおりです。

（8）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（9）その他四半期連結財務諸表作成のための基礎となる事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（10）会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、以下の会計基準を適用しております。

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業会計

基準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会

計基準委員会）

　当第２四半期連結累計期間
（自  2021年４月１日

　　至  2021年９月30日）

販売手数料 3,975千円

役員報酬 20,957

給料諸手当 96,594

賞与引当金繰入額 4,200

研究開発費 20,652

※２　減損損失

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

　当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途

減損損失

種類
金額

（千円）

本社（東京都文京区） スパンクリート事業 その他 8,393

宇都宮工場

（栃木県宇都宮市）
スパンクリート事業

建物 3,875

構築物 22,720

その他 438

合計 35,429

　当社グループは、原則として事業用資産については事業部門を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産

については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　上記の資産については、継続的に営業損失を計上していることから、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額については、不動産鑑定評価額を基準とした正味売却価額により測定しております。

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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当第２四半期連結累計期間
（自  2021年４月１日

至  2021年９月30日）

現金及び預金勘定 2,806,643千円

現金及び現金同等物 2,806,643

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目との関係

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月23日
定時株主総会

普通株式 62,331 8 2021年３月31日 2021年６月24日 利益剰余金

（株主資本等関係）

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

配当金支払額
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（単位：千円）

報告セグメント
四半期連結損益
計算書計上額スパンクリート

事業
プレキャスト

事業
不動産事業 計

売上高

一時点で移転される財 713,522 180,692 － 894,215 894,215

一定の期間にわたり移転され

る財
188,742 － － 188,742 188,742

顧客との契約から生じる収益 902,265 180,692 － 1,082,958 1,082,958

その他の収益 － － 114,636 114,636 114,636

外部顧客への売上高 902,265 180,692 114,636 1,197,594 1,197,594

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 902,265 180,692 114,636 1,197,594 1,197,594

セグメント利益又は損失（△） △156,443 △59,278 56,151 △159,570 △159,570

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

　　なお、その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく不動産の賃貸収入等であります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「スパンクリート事業」セグメントにおいて、継続的に営業損失を計上していることから、将来の回収

可能性を検討した結果、当第２四半期連結会計期間末においてスパンクリート事業に係る固定資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額することが適切であると判断し、当該減少額を減損損失として計上いた

しました。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては35,429千円であります。

（収益認識関係）

（重要な収益及び費用の計上基準）

当社グループの主要な事業における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

１．スパンクリート事業

 （1）スパンクリートの製造及び販売

　　　顧客の指定する仕様に合うスパンクリートを製造し、販売する事業であり、当該製品の引き渡しを行う義

務を負っております。

　　　当該履行義務は製品が引き渡される一時点で充足され収益を認識するべきであります。ただし、本取引に

おいて顧客の指定する納入場所はすべて国内であり、出荷から納品までの期間は2～3日間（出荷時から当該

製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間）であることから、「収益認識に関する会計基準

の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点において収益を計上しております。なお、

売上高は、顧客との契約において約束された対価から取引金額に応じた売上手数料を控除した金額で測定し

ております。

 （2）据付施工を伴うスパンクリートの製造及び販売

　　　顧客の指定する仕様に合うスパンクリートを製造し、納入先での据付工事を請負う事業であり、当該製品

の製造及び据付工事を行う義務を負っております。

　　　当該履行義務は一定の期間にわたり充足される履行義務であり、工事の進捗度に基づき収益を計上してお

ります。なお、進捗度の測定は、発生原価に基づくインプット法によっております。

　　　ただし、期間がごく短い工事については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し

た時点で収益を認識しております。
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２．プレキャスト事業

 プレキャストの製造及び販売

　　　顧客の指定する仕様に合うプレキャストを製造・販売する事業であり、当該製品の引き渡しを行う義務を

負っております。

　　　当該履行義務は製品が引き渡される一時点で充足され収益を認識するべきであります。ただし、本取引に

おいて顧客の指定する納入場所はすべて国内であり、出荷から納品までの期間は2～3日間（出荷時から当該

製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間）であることから、「収益認識に関する会計基準

の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点において収益を計上しております。

３．不動産事業

　　　保有不動産の賃貸（オペレーティングリース）事業であり、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号）の範囲に含まれるリース取引として、賃貸借処理により収益を認識しております。

（顧客との契約から生じる収益を分解した情報）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

(1）１株当たり四半期純損失（△） △12円94銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（千円）
△100,809

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失（△）（千円）
△100,809

普通株式の期中平均株式数（株） 7,790,951

（１株当たり情報）

１株当たりの四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

（自己株式の取得）

　当社は、2021年10月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施

いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

　　　資本効率の向上を図るとともに将来の機動的な資本戦略に備えるため。

２．自己株式取得に関する取締役会の決議内容

 （1）取得対象株式の種類　　：当社普通株式

 （2）取得する株式の総数　　：339,900株（上限）

　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　4.36％）

 （3）株式の取得価額の総額　：98,231,100円（上限）

 （4）取得日　　　　　　　　：2021年10月15日

 （5）取得の方法　　　　　　：東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付

３．自己株式の取得結果

 （1）取得した株式の総数　　：339,900株

 （2）株式の取得価額の総額　：98,231,100円

 （3）取得日　　　　　　　　：2021年10月15日

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年11月12日

　　　取　　締　　役　　会　　　御　中

株式会社スパンクリートコーポレーション

　

有限責任監査法人トーマツ

　　　東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 長島　拓也　　印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 會澤　正志　　印

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スパン

クリートコーポレーションの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年

７月１日から2021年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キ

ャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スパンクリートコーポレーション及び連結子会社の2021年９

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施



（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長村山典子は、当社の第60期第２四半期（自2021年７月１日　至2021年９月30日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。


